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Ⅴ．お客さまの「安全・安心」のために 

 施設課 
施設課では、軌道・橋梁・高欄・分岐等の鉄道土木施設について、土木実施基準に定めた検査・点

検周期に基づき、毎年検査・点検を実施し、安全性の維持に努めています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁の定期検査 

橋梁構造物及びその他付属物の変状等を遠望
目視及び高所作業車等による近接目視により 2 年
毎に検査を行っています。 

 

分岐器検査 

分岐器は電車の進行方向を変更するために設け
られるものです。ポートアイランド線の分岐器は「浮沈
式」、六甲アイランド線では「水平可動案内板式」を
使用しており、分岐器各部の動作不良等の有無の
確認のための検査を年に 1 回以上の周期で行って
います。 

 

車止め検査 

車止め装置は電車が万一滑走又逸走した場合
に、電車を受け止めるために軌道の終端に設ける設
備であり、その機能が正常に発揮できる状態にある
かを確認するため、架台及び緩衝器等について、側
線部は毎年、車庫部は 3 年毎に検査を行っていま
す。 

 

高欄調査 

高欄は主に鉄筋コンクリート構造で、電車の走行
荷重を支える重要な構造物であるため、日常点検
(3 カ月毎)や橋梁の定期検査時に検査を行うととも
に、必要に応じ詳細点検や補修を行っています。 
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Ⅴ．お客さまの「安全・安心」のために 

 電気課 
電気課では、変電所・電車線・ループ線等の鉄道電気施設について、電気実施基準に定めた検査・

点検周期に基づき、毎年検査・点検を実施し、安全性の維持に努めています。 
 
 

  

軌道ループ線の点検 

軌道ループ線は、列車と地上設備の情報授受を
行うためのアンテナです。軌道ループ線の被覆に亀裂
や割れが無いか、熱伸縮による張力で断線の恐れ
はないかを点検し、設備の安全維持に努めていま
す。（検査頻度 4 回／年） 

 

電車線の点検 

電車線は、列車の側面に取付けられたパンタグラ
フと直接摺動することで、列車に電気を供給する重
要な設備です。パンタグラフが摺動することで摩耗す
るので、その度合いを目視と治具を用いた計測によ
り、異常が無いことを確認しています。 

（検査頻度 8 回／年） 
 

整合変成器箱の点検 

整合変成器箱は、軌道ループ線の信号を送受信
するために軌道上に設置された信号器具箱です。取
付状態の良否や内部端子の緩み等の確認、器具
箱本体の腐食の有無について点検し、設備の安全
維持に努めています。（検査頻度 4 回／年） 

 

き電ケーブルの点検 

き電ケーブルは、電車線に電気を供給するための
ケーブルで、異なる２箇所の変電所から同じ電車線
に電気が供給され、片方だけでもき電が可能となって
います。点検ではケーブルの敷設状態や接続部の弛
緩確認をして、安全確保をしています。 

（検査頻度 8 回／年） 
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Ⅴ．お客さまの「安全・安心」のために 

 車両課 
車両課では、車両実施基準に定めた検査・点検周期に基づき、毎年検査・点検を実施し、安全性

の維持に努めています。 
出庫検査 
出入庫検査場において出庫車両の定位置停止機能、ドア開閉機能、前後進切換機能、列車無線

通話機能等を確認し、使用前の車両が安全に運行できることを確認する検査です。 
入庫検査 
出入庫検査場において入庫車両の状態を外観点検並びにモニタリング画面等にて確認し、使用後

の車両について異常の有無を確認する検査です。 
列車検査 
検車場において 3 日を基準として行っている検査で、列車の要部（台車

等）についての点検を行うとともに、消耗部品の交換を実施する検査です。 
 
 
月検査 
検査場において 3 か月を超えない期間ごとに集電装置、主電動機、制御

装置、台車、制動装置、連結装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の状態及
び、 その作用について機能の確認を行うとともに、消耗品の交換を実施する
検査です。 

重要部検査 
工場において 4 年を超えない期間ごとに集電装置、主電動機、制御装

置、台車、制動装置、連結装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の主要部分
を取り外し、単体での状態及び作用を入念に確認する行う検査です。 

 
全般検査 
工場において 8 年を超えない期間ごとに、重要部検査の内容に加え、要

部を解体して全般にわたって行う最上位の検査です。 
 
 
臨時検査 
車両の製作時、購入時、6 日を超えて使用を休止した時、重大な事故が生じた時、重要な改造また

は修繕をした時、その他必要が生じた時に、必要により機器の作用・状態等について確認を行う検査で
す。 
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Ⅴ．お客さまの「安全・安心」のために 

 乗務員の資質管理 
飲酒運転が大きな社会問題となっており、運輸業に携わる事業者とし

て、飲酒に関するチェック体制の強化を図るため、出勤点呼や乗務前点呼
において、アルコール検知器を使用するとともに、対面点呼により健康状態
も確認しています。 

また、列車を運転する動力車操縦者運転免許所持者および業務用自動車運転届提出者には、睡
眠時無呼吸症候群把握のための眠気度チェック及びスクリーニング検査を実施し
ています。その結果が要精密検査となった者は、検査医療機関で精密検査を実
施し、SAS と判断されれば、医師による治療を行う体制となっています。 

 その他の取り組み 

 市民救命士講習 
お客さまに安全・安心を提供するため、毎年、市民救命士の認定講習

を受講し、輸送に関わる係員はもちろんのこと、役員を含む社員のほぼ全
員が、市民救命士の認定を受けています。 

 サービス介助士 
バリアフリー等、ハード面の整備に取り組むとともに、「おもてなしの心」と「正しい介助技術」を学び、お

年寄りや身体に障害のあるお客さまに、安心・安全なサービスを提供するため、サービス介助士資格の取
得を進めています。電車をご利用の際は、駅係員またはインターホンでお気軽にお声掛けください。 

 まちかど救急ステーション「AED（自動体外式除細動器）」の設置 
ＡＥＤとは、心臓の心室が小刻みに震えることにより、脳や体に血液を送り出す

ことができなくなる心室細動の状態のとき、心臓に電気的刺激を与え、正しいリズム
を取り戻させるものです。当社では、AED をポートライナー三宮駅・中公園駅・みな
とじま（キャンパス前）駅・市民広場（コンベンションセンター）駅・医療センター
（市民病院前）駅・神戸空港駅、六甲ライナー住吉駅・魚崎駅・アイランドセンタ
ー（ファッションマート前）駅・マリンパーク駅の 10 駅に設置しています。 

 こども 110 番の駅 
子どもたちを危険から守るため、各自治体等で実施している「こども

110 番の家」の鉄道バージョン「こども 110 番の駅」の標示をポートライナ
ー三宮駅、六甲ライナー住吉駅・アイランドセンター（ファッションマート
前）駅で掲げ、より安心してご利用いただけるよう取り組んでいます。 
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本報告書のご感想、当社の安全に対する取り組みへのご意見をお寄せください。 
  

神戸新交通株式会社公式ホームページ  
http://www.knt-liner.co.jp 

総務部 総務課 
月～金（年末年始、祝日除く）8 時 30 分～17 時 15 分 

Tel０78-302-2500 Fax078-302-4504 
E-Mail info＠knt-liner.co.jp 
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